
卒業認定基準 

＜基準＞ 

・学則 10 条の基準を満たした者 

 ※授業科目の成績評価基準 

 各学期末・各年末に行う実技及び学科試験において 70 点以上の者 

 （70 点に満たなかった場合は、70 点に達するまで追試を行う） 

  

・学則 第 20 条により、認可を受けた者 

 

・卒業判定会議にて認可を受けた者 


